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議事録（概要） 作成年月日 令和３年３月２３日 

 

【協議事項】 

１．開会（稲葉補佐）  

  

２．会長あいさつ（石嶋会長） 

こんばんは。推進協議会の開催は、久しぶりの感がありますが、お忙しいところお集まりい

ただきまして本当にありがとうございます。委員の皆さまには、各部会や準備委員会でお世

話になっております。あと１年ということになってきましたので、本日も遠慮なく疑問点、お

気づきの点等、ご意見をいただければと思います。今日もよろしくお願いいたします。  

 

３ 報告 

（１）総合教育会議結果について 

（石嶋会長）   それでは、報告として、総合教育会議結果について、資料は「資料１」に

なります。事務局よりご報告願います。 

（森口主幹）   〔資料１:南河内小中学校の校歌ならびに校章の提言について報告〕 

（石嶋会長）   ただ今、事務局より報告がありました。会議の延期により、報告が本日と

なってしまいました。ご了承ください。皆さまから何かご質問はございま

すか。 

｢ありません｣の声 

 

（石嶋会長）   特にないということで、よろしいでしょうか。 

（２）令和４年度開校 南河内小中学校 学校教育計画（案）について 

（石嶋会長）   次に、報告（２）令和４年度開校 南河内小中学校 学校教育計画（案）



について、事務局よりご説明願います。 

（稲葉補佐）   〔別冊資料：令和４年度開校 南河内小中学校 学校教育計画（案）につ

いて報告〕 

（石嶋会長）   何かご質問は？と言いましても、今渡された資料ですので難しいかと思

います。これは、あくまでも「計画案」ですので、お持ち帰りいただいて、

何かご質問等ございましたら、事務局にお問い合わせいただければと思

います。 

（石嶋会長）   それでは議事に移ります。 

 

４ 議事 

（１）校歌について 

（石嶋会長）   まず、（１）校歌について、資料は｢資料２｣になります。事務局よりご説

明願います。 

（森口主幹）   〔資料２：「むら」の漢字表記について説明〕 

（石嶋会長）   ただ今、事務局から案の説明と、総務部会、準備委員会での協議結果のご

説明がありました。何か、ご質問等ございますか。   

それでは、ご意見を伺いたいと思います。事務局案の通り｢邑｣ということ

でいかがでしょうか。 

 

「異議ありません。」の声 

 

（石嶋会長）   それでは、事務局案通りの｢邑｣の表記とするということで、よろしくお願

いいたします。 

 

（２）校旗について 

（石嶋会長）   続きまして、（２）校旗について、資料は｢資料３｣になります。事務局よ

りご説明願います。 

（森口主幹）   〔資料３：｢校旗｣および｢略式校旗｣デザイン案について説明〕 

（石嶋会長）   ありがとうございました。何かご質問ございますか。 

   それでは、総務部会及び準備委員会の決定としては、学校経営部会に一

任するということですが、皆様のご意見はいかがでしょうか。 

 

「異議ありません。」の声 

 

（石嶋会長）   それでは、学校経営部会に一任するということで、準備をよろしくお願い

いたします。現在の検討状況が報告できればお願いします。 

（海老原委員）  現在の検討状況を報告いたします。学校経営部会で検討した結果を申し

上げます。色については、４校の校旗を持ち寄って、色等の確認等をさせ

ていただきました。その結果、実際の校旗は、金あるいは銀の糸を使った

刺繍が入るということですので、南河内中学校の校旗の色、｢紫紺｣を地色

とした校旗が、最も刺繍の金糸、銀糸が映えるであろうという理由で、

｢紫紺｣を地色にするということを学校経営部会で検討しました。合わせ



て、略式校旗は、校旗の色と全く違う色では違和感があるという理由で、

校旗の色に合わせた同色の地色で、校章は白抜きがいいのではないかと

いう結果になりました。以上が、学校経営部会の検討状況です。 

（石嶋会長）   略式校旗の地色は｢紫紺｣ということですね。よろしいでしょうか。では、

そういうことでよろしくお願いいたします。 

 

（３）学校運営協議会について 

（石嶋会長）   続きまして、（３）学校運営協議会について、資料は｢資料４｣になります。

事務局より説明願います。 

（上野ＣＯ）   〔資料４：下野市立南河内小中学校 学校運営協議会組織（案）について

説明〕 

（石嶋会長）   ただ今、学校運営協議会組織案についてご説明いただきましたが、４校合

同の学校運営協議会、総務部会、準備委員会でも了承されたということで

すが、何かご質問はございますか。 

なければ、推進協議会でも了承するということでよろしいですか。 

 

「異議ありません。」の声 

 

（石嶋会長）   それでは、了承するということでよろしくお願いいたします。 

 

（４）スクールバス運行に関する検討状況について 

（石嶋会長）   続きまして、（４）スクールバス運行に関する検討状況について、資料は

｢資料５｣と｢資料６｣になります。事務局よりご説明願います。 

（森口主幹）   〔資料５：南河内小中学校スクールバス運行における保護者説明会及びア

ンケート結果について説明〕 

（上野ＣＯ）   〔資料６：スクールバス運行に関する基本的な考え方及び検討事項につい

て説明〕 

（石嶋会長）   ただ今、事務局よりスクールバスの運行ルートの修正案の説明がありま

した。ルート案とシミュレーションについて、何か、ご意見・ご質問がご

ざいましたらお願いします。 

（高山委員）   開校になる年に、市外から転入される方もあると思いますが、そういう方

には事前に周知することができるのでしょうか。 

（森口主幹）   ただ今、高山委員がおっしゃったように、これからは｢周知｣ということが

大切になりますので、スクールバス運行だけではなく、制服とかそういっ

たいろいろなものについて、決定事項をホームページで配信したいと考

えております。新年度早々には、市のホームページに新しいページを開設

いたしまして、これまでの検討結果などを、どんどん発信していきたいと

考えております。 

（石嶋会長）   その他、ご質問ございますか。それでは、説明のあったルート案とシミュ

レーション共に進めていっていただくということでよろしいでしょうか。 

（百武委員）   ルート６の「秋商ガソリンスタンド横」というのは、東根の味根の児童が

遠くなるらしいのですが、上坪山の元農協倉庫にすると余計遠くなる。準



備委員会でそのことを考えてくれと言ったのですが、考えたのですか。 

（上野ＣＯ）   準備委員会でご意見は伺いましたが、今回はそのご意見を踏まえて修正

を加えたものではありません。今後、作業部会で検討することになりま

す。準備委員会や本日の推進協議会でのご意見をもとに、新年度の作業部

会で検討してまいりたいと思います。 

（百武委員）   何回も同じ話をするようですが、バスルートを決めて、運行して、これは

乗りづらいからといって、雨の日などに学校へ直接自家用車で送られて

しまうと困ります。これだけ予算をかけて、利用者が勝手なことをしたら

どうするかと心配しています。だから、良く保護者に相談してほしいと言

っているのです。 

（石嶋会長）   新年度に、ご意見を活かして、ご検討をよろしくお願いします。 

続きまして、運行規程については、いかがでしょうか。 

（秋山委員）   文言等の変更に関してですが、第３条の２は、「授業または行事等におい

て、バスを利用することができる。」でいいのではないでしょうか。 

（田澤課長）   その部分については、ご意見の通り、重なっている文言がありますので、

整理させていただきます。この内容につきましては、スクールバスを、登

下校以外の学校行事やその他の所でも使用できるように入れた内容です

ので、わかりやすくきちんと整理いたします。ご意見ありがとうございま

す。 

（舘野委員）   学校の授業や行事というと、遠足等で使うこともあると思いますが、そう

いった時に、例えば帰りが遅くなる時には、下校時間に、バスの台数が揃

わないということが起こるかと思います。そういった時には、保護者にど

のように連絡するかということは決まっているのでしょうか。 

（田澤課長）   行事等で利用する場合につきましては、必ず学校が終わるまでの時間に

戻って来られるような場合にしか利用しないということです。ですから、

遠くへ出かけていく場合には、別途、借り上げバス等を調達して行いま

す。利用につきましては、市内の職場見学とか、そういうものを想定した

ものですので、事故等がない限り、帰ってくるのが遅くなるということは

ないと考えております。 

（石嶋会長）   ありがとうございました。その他ございますか。それでは、運行規程（案）

についても、まだ例規審査にかけていないということですので、整えて例

規審査を経るということでよろしいでしょうか。 

 

（５）その他 

（石嶋会長）   それでは、事務局から提案されたのは以上ですが、最後に、（５）その他、

皆さまより何かございますか。事務局はありますか。 

本日の議題内容は以上になりますので、これ以降は事務局へ戻します。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 


